
鳥取大学ハンドボール部 規約 

 

第１章 総則 

第１条   鳥取大学ハンドボール部をより発展させ、鳥取大学ハンドボール  

部部員同士の交流を深め、ハンドボール技術の向上を目的とし、鳥

取大学ハンドボール部（以下、ハンドボール部とする）を設置す

る。 

第２条   ハンドボール部の連絡所は、鳥取大学ハンドボール部部室に置

く。 

 

第２章 役員 

第３条 役員は次の役員で構成される。 

               （１）部長               １名 

               （２）副部長             １名 

               （３）主務               １名 

               （４）会計               １名 

               （５）ＯＢ会連絡委員     １名 

第４条 役員はハンドボール部部員から選出する。 

第５条 役員の任期は１年とする。 

 

鳥取大学ハンドボール部  機構図 

 

＜部     長＞ 

サークル活動中、部員の中心となり、部内をまとめる。 

 

 

 

＜副部長＞ 

部長補佐 

 

 

 

                  ＜会  計＞                 ＜主  務＞ 

                 部経費の管理          学生係への諸手続きを行う 

 

 



                            ＜ＯＢ連絡委員＞ 

                          ＯＢへの諸連絡を行う 


